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資料１ 条例等 

・小美玉市環境基本条例 

令和元年９月 25 日 

条例第 35 号 

小美玉市環境基本条例(平成 18 年小美玉市条例第 119 号)の全部を改正する。 

(目的) 

第１条 この条例は，環境の保全及び創造について，基本理念を定め，市 ，市

民，事業者及び滞在者の責務を明らかにするとともに，環境の保全及び創造

に関する施策の基本となる事項を定めることにより，環境の保全及び創造に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将来の市民の健康

で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に 定め

るところによる。 

(１) 環 境 へ の 負 荷  人 の 活 動 に よ り 環 境 に 加 え ら れ る 影 響 で あ っ て ， 環 境

の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(２) 公 害  環 境 の 保 全 上 の 支 障 の う ち ， 事 業 活 動 そ の 他 の 人 の 活 動 に 伴 っ

て発生する相当範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁(水質以外の水の状 態

又は水底 の 底質が悪 化 すること を 含む。以 下 同じ。)， 土壌の汚 染 ，騒音，

振 動 ， 地 盤 の 沈 下 (鉱 物 の 採 掘 の た め の 土 地 の 掘 削 に よ る も の を 除 く 。)及

び悪臭によって，人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財 産

並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下

同じ。)に係る被害があることをいう。 

(３) 地 球 環 境 保 全  人 の 活 動 に よ る 地 球 全 体 の 温 暖 化 又 は オ ゾ ン 層 の 破 壊

の進行，海洋の汚染，野生生物の種の減少，森林の減少その他の地球の全

体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であっ

て，人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄

与するものをいう。 

(４) 特 定 施 設  工 場 又 は 事 業 場 に 設 置 さ れ て い る 施 設 の う ち 公 害 を 発 生 す

るおそれのあるもので，規則で定めるものをいう。 

(基本理念) 

第３条 環境の保全及び創造は，次に掲げる事項を基本理念として行われ なけ
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ればならない。 

(１) 現 在 及 び 将 来 の 市 民 が 環 境 か ら の 健 全 で 豊 か な 恵 み を 十 分 に 受 け 取 り，

健康で文化的な生活を営むことができるよう適切に行われなければならな

い。 

(２) 人 と 自 然 と が 共 生 す る こ と が で き る 恵 み 豊 か な 環 境 を 確 保 す る た め に，

森林，農地，水辺等における多様な自然環境を有効に活用しつつ保全し，

環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築しなけれ

ばならない。 

(３) 豊 か な 自 然 ， 歴 史 的 文 化 等 を 保 全 す る と と も に ， 新 た な 地 域 環 境 を 創

造しつつ，これらを将来の市民に継承していかなければならない。 

(４) 市 ， 事 業 者 ， 市 民 及 び 滞 在 者 が 自 ら の 活 動 と 環 境 と の か か わ り を 認 識

し，公平な役割分担と責務の自覚の下，協働して積極的に行われなければ

ならない。 

(５) 地 球 環 境 保 全 は ， 人 類 共 通 の 課 題 で あ る と と も に 市 民 の 健 康 で 文 化 的

な生活を将来にわたって確保する上での課題でもあることから，事業活動

や日常生活が地球の環境に及ぼす影響を十分認識し，国際的な協調の下，

地球環境の保全に資する行動により，積極的に推進されなければならない 。 

(事業者の責務) 

第 ４ 条  事 業 者 は， 前 条 に 定め る 基 本 理念 (以 下 「基 本 理 念 」と い う 。)に の っ

とり，その事業活動を行うに当たっては，公害を防止し，自然環境を適正に

保全するために必要な措置を講じなければならない。この場合において，事

業者は，次に掲げる事項に配慮するものとする。 

(１) 環 境 の 保 全 上 の 支 障 を 防 止 す る た め ， 物 の 製 造 ， 加 工 ， 販 売 そ の 他 の

事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に，適正な処理が行

われるようにすること。 

(２) 事 業 活 動 に 係 る 製 品 そ の 他 の 物 が 使 用 さ れ ， 又 は 廃 棄 さ れ る こ と に よ

る環境への負荷の低減が図られるようにすること。 

(３) 再 生 資 源 そ の 他 の 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 に 資 す る 原 材 料 ， 役 務 等 を 利 用

すること。 

２ 前項に定めるもののほか，事業者は，基本理念にのっとり，環境の保 全及

び創造に自ら努めるとともに，市が実施する施策に協力しなければならない。 

(市の責務) 
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第５条 市は，基本理念にのっとり，環境の保全及び創造に関する基本的 かつ

総合的な施策を策定し，これを実施しなければならない。 

(市民の責務) 

第６条 市民は，基本理念にのっとり，日常生活において生ずる生活排水 及び

廃棄物の排出，騒音の発生，自動車の使用等による環境への負荷の低減に努

めるとともに，自然環境を適正に保全し，良好な環境の創造に努めなければ

ならない。 

２ 前項に定めるもののほか，市民は，基本理念にのっとり，自ら積極的 に環

境の保全及び創造に努めるとともに，市が実施する施策に協力するものとす

る。 

(滞在者の責務) 

第７条 旅行者その他の滞在者は，基本理念にのっとり，その滞在に伴う ごみ

の排出等による環境への負荷の低減，自然その他の環境保全に努めるととも

に，市が実施する施策に協力するものとする。 

(施策の基本方針) 

第８条 市は，環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては ，

基本理念にのっとり，次に掲げる事項を基本として，各種の施策相互の有機

的な連携を図りつつ，総合的かつ計画的に推進するものとする。 

(１) 人の健康が保護され，生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう，

大気，水，土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される

こと。 

(２) 生 物 の 多 様 性 の 確 保 が 図 ら れ る と と も に ， 森 林 ， 農 地 ， 水 辺 等 に お け

る多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて適正に保全されるこ

と。 

(３) 人 と 自 然 と の 豊 か な 触 れ 合 い が 確 保 さ れ る と と も に ， 地 域 の 緑 化 の 推

進，地域の特性を生かした景観の形成及び歴史的文化的環境の保全が図ら

れること。 

(４) 廃 棄 物 の 減 量 並 び に 資 源 及 び エ ネ ル ギ ー の 有 効 か つ 適 正 な 利 用 に よ り

物質の循環が図られること。 

(５) 地 球 温 暖 化 の 防 止 ， オ ゾ ン 層 の 保 護 そ の 他 の 地 球 環 境 の 保 全 を 図 る こ

と。 

(６) 環 境 の 保 全 に 関 す る 教 育 及 び 広 報 活 動 の 推 進 に よ り 環 境 に 対 す る 意 識
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の高揚が図られること。 

(７) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 環 境 保 全 及 び 創 造 に 資 す る 施 策 が 推 進 さ

れること。 

(環境基本計画) 

第９条 市長は，環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な 推進

を図るため，環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」

という。)を定めるものとする。 

２ 環境基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

(２) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 環 境 の 保 全 及 び 創 造 に 関 す る 施 策 を 総 合 的

かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，市民の意見を反映するため ，

必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，あらかじめ小美玉市環 境審

議会の意見を聴かなければならない。 

５ 市長は，環境基本計画を定めたときは，速やかにこれを公表しなけれ ばな

らない。 

６ 前３項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 

(市の施策の策定及び実施に当たっての配慮等) 

第 10 条 市は，環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，及び実 施に

際しては，環境基本計画との整合を図るとともに，環境の保全及び創造への

配慮をしなければならない。 

２ 市長は，環境の保全及び創造に関する市の施策を推進するため，庁内 に総

合的な調整を図るための体制の整備をしなければならない。 

(環境の保全及び創造に資する施設の整備その他の事業の推進) 

第 11 条 市は，下水道，廃棄物等の公共的な処理施設，環境への負荷の 低減

又は市民の安全に資する交通施設，高齢者等に配慮した公共的施設，公園そ

の他環境の保全上の支障の防止又は快適な環境の創造に資する公共的施設の

整備その他の環境の保全及び創造に資する事業を推進するため，必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 市は，都市の緑化，良好な景観の形成その他の快適な環境の創造に資 する

事業を推進するため，必要な措置を講ずるものとする。 
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３ 市は，森林，農地，水辺等の自然環境の適正な保全を図るとともに， 市民

が自然と触れ合える場の創造に資する事業を推進するため，必要な措置を講

ずるものとする。 

４ 市は，文化財その他の歴史的遺産の保存，文化的施設の活用等による 文化

的な環境の創造に資する事業を推進するため，必要な措置を講ずるものとす

る。 

(環境の保全及び創造のための規制措置) 

第 12 条 市は，環境の保全及び創造を図るため必要と認められる場合で ，次

に掲げる行為については，規制その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(１) 公 害 の 原 因 と な る 行 為 そ の 他 の 生 活 環 境 の 保 全 に 支 障 を 来 す お そ れ の

ある行為 

(２) 自然環境の適正な保全に支障を来すおそれのある行為 

(３) 快適な環境を創造するために支障を来すおそれのある行為 

(４) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 環 境 の 保 全 及 び 創 造 に 支 障 を 来 す お そ れ

のある行為 

(環境影響評価の推進) 

第 13 条 市は，土地の形状の変更，工作物の新設その他これらに類する 事業

を行う事業者が，その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境へ

の影響について自ら適正に調査，予測又は評価を行い，その結果に基づき，

その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため，必

要な措置を講ずるものとする。 

(調査の実施及び監視体制等の整備) 

第 14 条 市は，環境の状況を的確に把握し，環境の保全及び創造に関す る施

策の策定のために，必要な調査を実施するものとする。 

２ 市は，環境の状況を的確に把握し，環境の保全及び創造に関する施策 の実

施のために，必要な測定，監視等の体制の整備を図るものとする。 

(資源の循環的な利用等の促進) 

第 15 条 市は，環境への負荷の低減に資するため，廃棄物の発生の抑制 及び

減量化，資源の循環的利用，資源の再生利用が促進されるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 市は，環境への負荷の低減に資するため，エネルギーの効率的利用及 び環

境への負荷の少ないエネルギーの利用が促進されるよう必要な措置を講ずる
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ものとする。 

(環境に配慮した活動等の普及) 

第 16 条 市は，事業者及び市民による再生資源その他の環境への負荷の 少な

い原材料，製品，役務等の利用の普及に努めるものとする。 

２ 市は，事業者，市民及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団 体」

という。)による水質の汚濁防止に係る活動，再生資源に係る回収活動，緑化

活動，自動車の使用における環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造

に配慮した活動の普及に努めるものとする。 

(事業者の環境管理等の促進) 

第 17 条 市は，事業者がその事業活動に伴う環境への負荷の低減につい て効

果的に取り組めるように，事業者が自ら行う環境管理(環境の保全及び創 造に

関する方針の策定，目標の設定，計画の作成，体制の整備等をいう。)及びこ

れに関する監査等が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 

(経済的な措置等) 

第 18 条 市は，事業者，市民及び民間団体の環境への負荷の低減を図る ため

の活動，施設の整備等に必要な助成その他の支援の措置を講ずるものとする。 

２ 市は，環境への負荷を生じさせる活動を行う事業者又は市民に対して ，環

境への負荷を低減するため必要があると認めるときは，経済的負担を求める

ことができる。 

(環境教育，環境学習等の推進) 

第 19 条 市は，環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興，人材 の育

成及び確保並びに広報活動の充実により，事業者及び市民の環境の保全及び

創造についての理解を深めるとともに事業者，市民又は民間団体の自発的な

環境の保全及び創造に係る活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものと

する。 

(情報の提供) 

第 20 条 市は，前条に規定する環境の保全及び創造に関する教育及び学 習の

振興並びに事業者，市民又は民間団体が自発的に行う環境の保全及び創造に

関する活動の促進に資するため，環境の状況，環境の保全及び創造活動の状

況その他の環境の保全及び創造に関する情報を，個人及び法人の権利利益に

配慮しつつ，体系的に整備し，適切に提供するよう努めるものとする。 

(市民の意見の反映) 
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第 21 条 市は，環境の保全及び創造に関する施策に，市民の意見を反映 させ

るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(苦情の処理) 

第 22 条 市は，公害その他の環境の保全への支障に係る苦情の円滑な処 理を

図るよう努めるものとする。 

(事業者，市民等との連携及び協力) 

第 23 条 市は，事業者，市民，民間団体等との連携及び協力により，環 境の

保全及び創造に関する施策の効果的な推進に必要な措置を講ずるものとする。 

(国等との連携及び協力) 

第 24 条 市は，大気，水質等の保全対策その他の広域的な対策を必要と する

施策の策定及び実施に当たっては，国及び他の地方公共団体との積極的な連

携及び協力を図るものとする。 

(霞ヶ浦及び流域河川環境の修復，保全及び創造のための施策の推進) 

第 25 条 市は，霞ヶ浦及び流域河川環境の修復，保全及び創造に資するため ，

安全な水資源の確保に必要な窒素，りん等の削減による水質の汚濁の防止，

自然環境の修復及び保全，良好な景観の保全及び形成並びに水辺等の自然と

触れ合える拠点の整備等の施策の推進を図るものとする。 

２ 市は，前項に規定する施策の推進に資するため，霞ヶ浦及び流域河川 環境

の修復，保全及び創造に関する調査研究，情報の交換，人材の交流等の体制

の整備を図るものとする。 

３ 市は，前２項に規定する施策の推進等に当たっては，国及び他の地方 公共

団体並びに事業者，市民，民間団体，研究者等との連携を図るものとする。 

(地球環境保全のための施策の推進) 

第 26 条 市は，国，他の地方公共団体，事業者，市民，民間団体等と連携し ，

地球環境保全に関する国際協力に資する施策の推進に努めるものとする。 

(防止協定) 

第 27 条 市長は，必要があると認めるときは，事業者と公害の防止に関 する

協定を締結するものとする。 

(事故届等) 

第 28 条 事業者は，事故により公害が発生し，又は発生するおそれがあ ると

きは，直ちに市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は，速やかにその措置に関する改善計 画書
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を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による改善計画書を提出した者が，当該計画に基づく措置 を完

了したときは，市長に届け出なければならない。 

(特定施設設置等の届出) 

第 29 条 特定施設を設置しようとする者は，当該施設を設置しようとす る日

前 60 日までに次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。その届 出

に係る事項を変更し，又は廃止しようとするときも同様とする。 

(１) 氏名及び住所(法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事

業所の所在地) 

(２) 工場等の名称及び所在地 

(３) 事業の内容 

(４) 特定施設の種類と数 

(５) 特定施設の形式，能力及び構造並びに使用の方法 

(６) 公害防止の方法 

(７) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は，前項の規定による届出があった場合，公害を防止するために 必要

な条件を付することができる。 

(特定建設作業の実施の届出) 

第 30 条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は，当該特 定建

設作業の開始の日の７日前までに，規則で定めるところにより，次に掲げる

事項を市長に届け出なければならない。ただし，災害その他非常の事態の発

生により，特定建設作業を緊急に行う必要があると市長が認めた場合は，こ

の限りでない。 

(１) 氏名及び住所(法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地) 

(２) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 

(３) 特定建設作業の場所及び実施の期間 

(４) 騒音防止の方法 

(５) その他規則で定める事項 

２ 前項ただし書の場合において，当該建設工事を施工する者は，速やか に同

項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

(経過措置) 
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第 31 条 一の施設が特定施設となった際，現にその施設を設置している者(設

置の工事をしている者を含む。)は，当該施設が特定施設となった日から 30

日以内に第 29 条第１項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない 。 

(規制基準) 

第 32 条 市長は，公害を防止するため，特定施設に係る規制基準を規則 で定

めるものとする。 

２ 事業者は，前項の規定による規制基準を遵守しなければならない。 

(改善勧告) 

第 33 条 市長は，特定施設から公害が発生し，又は発生するおそれがあ ると

認めるときは，当該特定施設を設置している者に対し，期限を定めて公害を

防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ 前項の規定による勧告を受けた者は，速やかに公害を防止するために 必要

な措置を講じなければならない。 

(改善命令) 

第 34 条 市長は，前条第１項の規定による勧告を受けた者が，当該勧告 に係

る措置をとらないときは，その者に対し，期限を定めて当該措置をとるべき

ことを命ずるとともに，当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。 

(措置の届出) 

第 35 条 第 33 条第１項の規定による改善勧告又は前条の規定による改 善命

令を受けた者が，当該勧告又は命令に係る措置をとったときは，速やかに市

長に届け出てその確認を受けなければならない。 

(報告及び立入検査) 

第 36 条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，関係者に対し 報告

を求め，又は職員を必要な場所に立ち入らせ検査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し ，

関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。 

３ 関係者は，第１項の規定による報告若しくは検査を拒み，又は忌避し ては

ならない。 

(援助) 

第 37 条 市長は，事業者が行う公害を防止するための施設の設置又は改 善に

つき，必要な資金のあっせん，技術的な助言その他の援助に努めるものとす

る。 
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(環境審議会の設置) 

第 38 条 環境基本法(平成５年法律第 91 号)第 44 条の規定に基づき，環境

の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため，小美玉市環境審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 39 条 審議会は，次に掲げる事項に関し，市長の諮問に応じて調査審 議す

る。 

(１) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(２) 第２条第１項第４号に規定する特定施設を定めるとき。 

(３) 第 32 条第１項に規定する規制基準を定めるとき。 

(４) 第 33 条に規定する改善勧告及び第 34 条に規定する改善命令を行お

うとするとき。 

(５) こ の 条 例 の 規 定 に 基 づ く 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 を す る

とき。 

(６) その他環境の保全及び創造に関する基本的事項 

(組織等) 

第 40 条 審議会は，委員 15 人以内をもって組織し，次に掲げる者のう ちか

ら市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 関係団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者 

(３) 公募による者 

(４) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は ，

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第 41 条 審議会に，会長及び副会長を置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，審議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する 。 

(会議) 

第 42 条 審議会は，必要に応じ，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。

ただし，委員の委嘱後最初に開かれる審議会又は会長及び副会長がともに欠
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けたときの審議会は，市長が招集する。 

２ 審議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは ，会

長の決するところによる。 

(専門部会) 

第 43 条 審議会は，必要に応じ専門部会を置くことができる。 

(委員以外の者の出席等) 

第 44 条 審議会は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に 出席

させ，意見を聴き，又は委員以外の者から資料の提出を求めることができ る。  

(庶務) 

第 45 条 審議会の庶務は，市民生活部環境課において処理する。 

(委任) 

第 46 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

(罰則) 

第 47 条 第 34 条の規定による改善命令に違反した者は，５万円以下の 罰金

に処する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，２万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 29 条から第 31 条までの規定による届出をせず，又は虚偽の届 出

をした者 

(２) 第 36 条第１項の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をし，又は

同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避した者 

(両罰規定) 

第 48 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従 事者

が，その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは，行為者を罰

するほか，その法人又は人に対して同条の罰金を科する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は，令和元年 10 月１日から施行する。 

(小美玉市公害対策審議会条例の廃止) 

２ 小美玉市公害対策審議会条例(平成 18 年小美玉市条例第 120 号)は，廃 止

する。 

(経過措置) 
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３  こ の条 例 の 施行 の 日(以 下 「 施 行 日」 と い う 。)の 前 日 まで に ， 改 正前 の 小

美 玉 市 環 境 基 本 条 例(以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。)の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 ，

手続その他の行為は，この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については，なお旧 条例

の例による。 

(小 美 玉 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の

一部改正) 

５  小 美 玉 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例

(平成 18 年小美玉市条例第 40 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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・小美玉市環境基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定するため，小美玉市環境 基

本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は，次に掲げる事項とする。 

（１）環境基本計画に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，次に揚げる者のうちから市長が委嘱する 10 人以内の委員 を

もって組織する。 

（１）知識経験者 

（２）市民団体の代表者 

（３）事業者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，第２条に規定する事務が終了する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に，委員長及び副委員長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が 欠け

るときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が招集する。ただし，最初の会議については ，

市長が招集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め， 意見

を聴くことができる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務を処理するため，事務局を市民生活部環境課内に置く。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委 員

長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この告示は，公布の日から施行し，令和２年４月 1 日から適用する。 



 

 

 
113 

資料２ 小美玉市環境基本計画策定の経過 

日  付  会 議 名 等  内  容  

R 2 . 2 ～ 7   
・ 市 民 ・ 中 学 生 ・ 事 業 者 を 対 象 と し た 環 境 意 識 調

査 （ ア ン ケ ー ト ） の 実 施  

7 . 2 0  
第 １ 回  

策 定 委 員 会  

・ 計 画 の 策 定 に つ い て  

・ 計 画 策 定 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て  

・ 計 画 策 定 に 伴 う 調 査 事 項 に つ い て  

8 . 6  環 境 審 議 会  

・ 小 美 玉 市 環 境 基 本 計 画 の 諮 問  

・ 小 美 玉 市 環 境 基 本 計 画 の 策 定 に つ い て  

・ 策 定 経 過 の 報 告 に つ い て  

8 . 2 6  
第 ２ 回  

策 定 委 員 会  

・ 環 境 課 題 の ま と め に つ い て  

・ 環 境 将 来 像 ・ 計 画 の 基 本 目 標 ・ 施 策 の 方 向 性  

に つ い て  

9 . 2 8  
第 ３ 回  

策 定 委 員 会  

・ 環 境 課 題 の ま と め に つ い て  

・ 第 ３ 章  計 画 の 目 標 と 施 策 体 系  

・ 第 ４ 章  環 境 施 策 と 私 た ち の 取 組  

・ 第 ５ 章  リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て  

1 1 . 1 3  
第 ４ 回  

策 定 委 員 会  

・ 環 境 課 題 の ま と め に つ い て  

・ 第 ５ 章  リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て  

・ 第 ６ 章  計 画 の 推 進 体 制 及 び 進 行 管 理 に つ い て  

1 1 . 3 0  環 境 審 議 会  
・ 策 定 経 過 の 報 告 に つ い て  

・ 素 案 の 審 議  

1 2 . 1 8 ～  

R 3 . 1 . 1 8  
 ・ 計 画 （ 案 ） の 公 表 及 び 意 見 募 集  

2 . 1  環 境 審 議 会  

・ 計 画 （ 案 ） に 寄 せ ら れ た 意 見 に つ い て  

・ 意 見 に 対 す る 回 答 に つ い て  

・ 小 美 玉 市 環 境 基 本 計 画 の 答 申  
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資料 3 小美玉市環境審議会委員名簿 

 

自   令和２年８月６日 

 至  令和４年８月５日 

（敬称略）  

役職 氏 名 所属及び役職名 

会長 羽鳥 敏政 小美玉市まちづくり組織連絡会会長 

副会長 藤田 泰正 小美玉市区長会副会長 

委員 磯前 慎一郎 茨城県地球温暖化防止活動推進員 

〃 前野 惠美子 小美玉ネット会長 

〃 大曽根 光江 おみたまハーモニー連絡会副会長 

〃 村田 春樹 小美玉市議会総務常任委員会委員長 

〃 戸田 見良 小美玉市議会総務常任委員会副委員長 

〃 似内  向  小美玉市企業連絡協議会会長 

〃 森藤 哲男 小美玉市企業連絡協議会副会長 

〃 野村 武勝 小美玉市商工会会長 

〃 富田 修一 新ひたち野農業協同組合代表理事組合長 

〃 百地 榮子 公募 

〃 関澤 喜昭 公募 

〃 増田 武義 公募 
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資料 4 小美玉市環境基本計画策定委員会委員名簿 

   

（敬称略）  

グループ名  役職 氏名 所属 

自然環境  

グループ  

委員長 安  昌美  茨城県環境 アドバイザ ー 

委員 小菅 次男  茨城県環境 アドバイザ ー 

〃 櫻井  浩  小美玉生物 の会 

地球環境  

グループ  

副委員長  福島 ヤヨ ヒ 小美玉市家 庭排水浄化 推進協議会  

委員 本田 浩一  茨城県地球 温暖化防止 活動推進員  

〃 伊藤 三男  ㈱森久 

生活環境  

グループ  

〃 松尾  掌  いばらきコ ープ生活協 同組合 

〃 川島 省二  茨城県環境 アドバイザ ー 

〃 福井 正人  茨城県環境 アドバイザ ー 
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資料 5 諮問・答申 

（諮問） 

 

小 美 玉 環 境 第 ２ １ ４ 号 

令 和 ２ 年 ８ 月 ６ 日 

 

小 美 玉 市 環 境 審 議 会 

会長 羽鳥 敏政 様 

 

小美玉市長 島田 穣一 

 

 

小美玉市環境基本計画の策定について（諮問） 

 

 

小美玉市環境基本計画を策定するにあたり、小美玉市環境基本条例第３９条

の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

諮問理由 

 

本市では、令和元年９月２５日改正の小美玉市環境基本条例に基づき、今後

の環境政策のあり方や目指すべき方向を定め、着実な事業推進を図るため、環

境基本計画の策定が必要であると考えています。 

ついては、環境基本計画の策定にあたり、貴審議会の意見を求めるものであ

ります。 
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（答申）  

 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 

 

小美玉市長 島田 穣一 様 

 

小美玉市環境審議会 

会長 羽鳥 敏政 

 

 

小美玉市環境基本計画の策定について（答申） 

 

 

令和２年８月６日付け小美玉環境第２１４号で諮問のありました小美玉市環

境基本計画案の策定について、当審議会において慎重なる審議をした結果、小

美玉市環境基本計画案については適切であると認めましたので答申します。 

なお、貴職におかれましては、下記に留意して本計画を推進されるよう期待

します。 

 

 

記 

 

 

１ 環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、庁

内関係部課局の連携・協力を図り、効率的・効果的な事業の実施に努めてく

ださい。 

 

２ 本計画の推進にあたっては、市民、市民団体、事業者に対し十分な説明を

行うとともに、意見を取り入れる機会の充実に努めてください。 

 

３ 本計画の内容にとらわれず、新たに生ずる課題には柔軟に対応してくださ

るよう要望します。 
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とても関心が

ある

36.6%
やや関心が

ある

56.0%

関心はない

4.4%

無回答

3.0%

資料６ 環境に対する市民・事業者の意識調査結果 

計画の策定にあたり、市民（成人・中学生）、事業者の方々のご協力の下、

アンケートによる環境意識調査を実施しました。目的は、本市の環境が抱 え

る課題を見いだすとともに、ご意見・ご要望をできる限り計画に反映する た

めです。ここでは、環境の課題になる結果のほか、市民の方々から寄せられ

た、未来につなげたい本市の環境の魅力についても示します。 

 6-１市民の環境意識 

◎対 象 者：市内に居住する 20 歳以上の男女 1,500 人 

◎回 収 率：24.7 ％ 

◎実施期間：令和２年２月～令和２年３月 

 

(1) 環境・環境問題への関心 

  

 

(2) 環境の課題と対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.2%

56.3%

37.5%

28.6%

24.0%

15.4%

15.1%

15.1%

12.1%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80%

ごみの散乱や不法投棄がないきれいなまち

身近な緑や水辺を大切にするまち

地域の環境美化（雑草の除去・ごみ拾い・花壇の整備など）のため、

地域住民が協力して取り組むまち

人々が環境にやさしいライフスタイル（節電・節水・下水処理など）

を目指すまち

３Ｒ（ごみの発生抑制・再利用・再資源化）が進み、焼却処分される

ごみの量が少ないまち

環境にやさしい水産業・農業を進めるまち

野生生物の生育・生息場所を大切にするまち

歴史的・文化的建造物や昔からの行事・祭りを保存し引き継ぐまち

太陽光・風力・バイオマス発電など再生可能エネルギーの利用が多い

まち

その他

〈環境問題への関心度〉 〈特に対策の強化が必要だと思う環境問題〉  

�上位 5 位 �   （ ３ つ ま で 回 答 ）  

 地球温暖化による気象の異変 （ 73.0％ ）  

 ごみの不法投棄 （ 32.9%）  

 ごみの処理やリサイクルの問題 （ 28.3%）  

荒廃した里山や農地の増加 （ 25.9%）  

開発などによる自然の減少 （ 16.7％ ）  

（ ３ つ ま で 回 答 ） 
 

〈市の環境の将来像〉  
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小美玉市の環境で守

っていきたいと思う

ところ 

守っていくために私たちができること 

霞ヶ浦 

水質を良くすることで悪臭などをなくすこと 

ごみ捨てや不法投棄に対する対策 

クリーン作戦に参加して積極的に取り組む 

池花池他 

湖岸の清掃、ごみの不法投棄、農薬の使用をで

きるだけ控えること 

護岸に自然石を使用した整備をする 

食器類はなるべく汚れを拭き取ってから洗うこ

と 

森林 

現在の森林(面積）を守りたい 

美化活動を行う 

むやみに伐採しない、新しい木を育てる 

自然・風景 

自然のままの状態を維持できよう環境を守って

行くこと 

環境保全、ごみの分別とリサイクル 

ごみの不法投棄をなくす。（抑制・監視） 

希望ヶ丘公園 
ごみのポイ捨てをなくすこと 

来たときよりもきれいにして帰ること 

美化活動 

個々の人が花木や草花に関心を持つこと 

各地区の花壇の整備 

積極的に活動に参加する 

コスモス畑 ごみのポイ捨てはしないこと 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

57.1%

39.4%

37.2%

30.2%

22.4%

19.4%

16.7%

12.9%

12.7%

11.6%

5.7%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ごみの散乱・不法投棄対策

ごみの減量化・リサイクルの推進

水辺や里山等の豊かな自然環境の再生や保全

大気汚染や水質汚濁などの公害防止の対策

公園の整備や歴史的・文化的遺産の保全

環境教育・環境学習の充実

環境に配慮した水産業・農業の推進

省エネルギー対策や再生可能エネルギー導入に対する支援システ

ムの構築

環境に配慮した企業活動の奨励

貴重な動植物の生息地の保全

環境活動団体の情報提供や活動支援

その他

〈市の環境で守っていきたいところ・そのための行動〉 

〈行政への要望〉 

�市民が守っていきたいと思っている小美玉市の環境に関係する場所や 

風景、活動などの上位  

（ 3 つ ま で 回 答 ）  
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(3) 環境保全への参加意識 

   

�特に積極的に行わ れている取 組（いつも 行っている ） 

取組率が高い項目は、手軽にできる身近な取り組みで、かつ個人的に実

施できるものが多く、個々の環境保全への意識は高いと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�今後期待できる取 組（行って いないが、 今後は行い たい） 

環境にやさしい車の選択に積極的な姿勢がみられるほか、雨水や米のと

ぎ汁の有効利用、緑のカーテン作りなど日常の生活の中で環境を意識した

取り組みにも期待できます。 

また、環境保全団体に所属しての活動にも積極性が伺えることから、支

援体制を充実させることで取り組みの促進が期待できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の内容  （％） 

１ 可燃ごみと 資源物を分 別して出し ている 84.4 

２ 調理くずや 残り油を排 水口から流 さないよう にしている  75.2 

３ 
買い物の際 は、買い物かごや、買い物袋を持 参している (マイバ

ッグの持参 ) 
74.9 

４ 
冷暖房の設 定温度のこ まめな調節 や、テレビ や照明をつ けっぱ

なしにしな いなど、節 電を心がけ ている 
65.8 

５ 
詰め替え商 品や再使用 、再生利用 しやすい商 品を優先し て購入

している  
59.6 

６ 
車を利用す る場合はア イドリング ストップ ※ など省エネ 運転を

している  
52.0 

７ 庭に樹木を 植えるなど 、緑化に努 めている  50.1 

※ 「 い つ も 行 っ て い る 」 と 回 答 し た 市 民 が 50%以 上 の 取 組  

 取組の内容  （％） 

１ 
車 の 購 入 に あ た っ て は 、 ハ イ ブ リ ッ ド カ ー な ど 環 境 に や さ し い

車の選択  
41.0 

２ エコマーク のついた商 品の購入  38.5 

３ 環境保全団 体に所属し ての活動  37.5 

４ 雨水を溜め て花壇への 散水等に有 効利用 34.2 

５ 緑のカーテ ン作り 31.0 

※ 「 行 っ て い な い が 、 今 後 は 行 い た い 」 と 回 答 し た 市 民 が 30%以 上 の 取 組  

〈環境問題への取組の実施状況〉 
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とても関心が

ある

12.7%

やや関心がある

75.9%

関心はない

8.9%

無回答

2.5%

6-2 子どもたちの環境意識 

◎対 象 者：市内の中学校に通う２年生 200 人 

◎回 収 率：39.5％ 

◎実施期間：令和２年６月 

 

(1) 環境・環境問題への関心 

  

 

 

 

 

 

 

 

(2) 環境の課題と対策  

 

守っていきたい 
ところ 

理由 
守っていくために私たちが 
できること 

霞ヶ浦 

・ き れ い だ か ら  

・ 夕 日 が 映 る 時 間 や 景 色 が  

き れ い だ か ら  

・ 多 く の 生 物 が い る か ら  

・ 落 ち 着 く か ら  

・ 身 近 だ か ら 元 気 が 出 る か  

 ら  

・ 川 を き れ い に す る  

・霞 ヶ 浦 や 川 を 汚 さ な い よ う に す

る こ と  

・湖 周 り の 掃 除 や 湖 の 水 を き れ い

に す る  

・ ご み を 捨 て な い 、ご み 拾 い を す

る 、 ポ イ 捨 て を し な い  

・ 自 然 を こ わ さ な い  

森林・緑が多い 

・ 心 が 落 ち 着 く か ら  

・ き れ い だ か ら  

・ や す ら ぐ 、 癒 や さ れ る  

・ 自 然 界 に 包 み 込 ま れ る よ  

 う な 雰 囲 気 で 落 ち 着 く か

ら  

・ 空 気 が き れ い に な る し 、  

 緑 は 目 に 良 い か ら  

・ 動 物 や 昆 虫 が い る か ら  

・ 生 き 物 を 大 切 に す る  

・ こ ま め に 手 入 れ す る  

・ 必 要 以 上 の 森 林 伐 採 を し な い  

・ ポ イ 捨 て な ど を 禁 止 し 、外 見 を

き れ い に す る  

 

希望ヶ丘公園 

・ き れ い な グ ラ ン ド だ か ら  

・ 緑 が き れ い だ か ら  

・ バ ー ベ キ ュ ー が で き る  

・ ご み を き ち ん と 持 ち 帰 り 、  

ご み を 増 や さ な い  

〈環境問題への関心度〉 〈対策を望む環境問題〉 

�上位 5 位 �   （ 3 つ ま で 回 答 ）  

 ポイ捨て（不法投棄）などごみの散乱（ 60.8％ ） 

 海や湖沼、川の水の汚れ（水質汚濁）（ 43.0%） 

 地球温暖化 （ 43.0%）  

いやな臭い（悪臭）（ 26.6％ ）  

手入れがされず荒れた山林や農地 （ 25.3％ ）  

〈市の環境で守っていきたいところ・そのための行動〉  

�子どもたちが守っていきたいと思っている小美玉市の環境に関係する場所や 

風景、活動などの上位 
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(3) 環境保全への参加意識   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.6%

58.2%

50.6%

32.9%

31.6%

17.7%

10.1%

6.3%

2.5%

2.5%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境問題について学校で学習した

地域の清掃活動に参加した

牛乳ﾊﾟｯｸやﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙなどの資源物で工作をした

みんなで環境問題の解決方法について話し合った

森や川などで自然体験学習に参加した

水質検査や空気、雨の状態について調べた

夏休みなどの自由研究で環境のことを調べた

野鳥や昆虫、植物などの観察会に参加した

その他

無回答

特にない

91.1%

83.5%

82.3%

78.5%

68.3%

65.8%

63.3%

51.9%

35.4%

24.1%

24.0%

5.1%

6.3%

10.1%

8.9%

11.4%

10.1%

21.5%

22.8%

43.0%

39.2%

48.1%

2.5%

8.9%

5.1%

10.1%

19.0%

22.8%

13.9%

24.0%

20.3%

35.4%

26.6%

1.3%

1.3%

2.5%

2.5%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ビン・缶・ペットボトルは分別して捨てている

使用していない部屋の電気はこまめに消している

テレビを見ていないときは消している

水を出しっぱなしにしないで洗顔や歯磨きをしている

ノートや鉛筆などの文房具は、最後まで使いきる

買い物に行くときは買い物バッグ（マイバッグ）を持っていく

できるだけエアコンなどを使わず、衣類で体温を調整している

物は大切に使い、こわれたら修理するよう心がけている

環境問題について家族や友達の間で話をしたことがある

エコマークなどの環境にやさしい商品を買うようにしている

使い捨て商品は買わないようにしている

している していない 今はしていないがこれからはしたい 無回答

68.4%

36.7%

31.6%

31.6%

30.4%

27.8%

24.1%

22.8%

19.0%

8.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

身近な緑や水辺を大切にするまち

海岸や湖岸、道路や川、山林にごみが落ちていないきれいなまち

リサイクルが進んでいてごみが少ないまち

昔からの行事や祭りを引き継いでいくまち

地域の環境美化（雑草の除去・ごみ拾い・花壇の整備など）のた

め、地域の人が協力して取り組むまち

太陽光発電やバイオマス発電など環境にやさしいエネルギーを利

用するまち

人々が環境にやさしい暮らし方（節電・節水など）を目指すまち

野鳥や昆虫、植物など野生生物のすむ場所を大切にするまち

神社や寺、遺跡などの歴史的・文化的な建物を大切に引き継いで

いくまち

環境にやさしい水産業や環境にやさしい農業を進めるまち

その他

〈市の環境の将来像〉 

（ 該 当 す る 項 目 す べ て に 回 答 ）  

〈環境問題への取組の実施状況〉  

〈環境に関する学習や活動への参加及び実施状況〉 
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64.9%

33.3%

28.8%

27.0%

25.2%

11.7%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

環境情報の提供等普及・啓発活動の推進

条例による規制や指導の強化

環境保全のための技術支援（アドバイザーの斡旋など）

環境に関する講習会の実施

環境学習会や環境保全活動の機会の増加

公共機関への太陽光発電の設置等再生可能エネルギーの

導入

その他

 6-3 事業者の環境意識 

◎対 象 者：市内の事業者 200 人 

◎回 収 率：55.5％ 

◎実施期間：令和 2 年２月～令和２年 3 月 

 

 

回答者の業種は、建設業が 30.6%、その他製造業が 18.5％次いで小売業

が 16.7％、その他サービス業 11.1％、水産加工業・食料品製造業 8.3％、

運輸・通信業が 6.5％、その他漁業・農業、卸売業などに分類されまし た。

従業員が９人以下の事業者が約 50％を占め、30 人以上の事業者が 35%で

あった。また、「環境関連の担当部署の設置」をしている事業所が 12%であ

り 、「 担当 部 署 は な い が 担 当 者 を 設 置 し て い る 」 と 回 答 し た 事 業 所 は 31％

となりました。 

 

(1) 環境の課題と対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.9%

44.2%

37.0%

36.0%

32.5%

29.7%

28.8%

28.8%

27.9%

25.2%

22.5%

21.6%

30.6%

33.3%

25.2%

47.8%

28.8%

46.9%

29.8%

46.9%

27.0%

27.0%

26.1%

30.6%

15.3%

16.2%

27.9%

8.1%

30.6%

15.3%

31.5%

14.4%

36.1%

37.9%

41.5%

37.0%

7.2%

6.3%

9.9%

8.1%

8.1%

8.1%

9.9%

9.9%

9.0%

9.9%

9.9%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

廃棄物の適正処理の情報

廃棄物の発生抑制・減量対策やリサイクル情報

事業所の排水対策

地球温暖化防止（ＣＯ２削減など）に向けた具体的対策

事業所の騒音・振動対策

環境保全に関するセミナーや展示会の情報

地下水汚染や土壌汚染対策

環境マネジメントシステムの情報

事業所の悪臭対策

アスベスト対策

ダイオキシン類対策

事業所のばい煙対策

必要 あればうれしい 不必要 無回答

〈 回答があった事業者の情報 〉  

環 境 情 報 の 提 供 等 普 及 ・ 啓 発 活 動 の 推 進  

条 例 に よ る 規 制 や 指 導 の 強 化  

環 境 保 全 の た め の 技 術 支 援 （ ア ド バ イ ザ ー の 斡 旋 な ど ）  

環 境 に 関 す る 講 習 会 の 実 施  

環 境 学 習 会 や 環 境 保 全 活 動 の 機 会 の 増 加  

公 共 機 関 へ の 太 陽 光 発 電 の 設 置 等 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 導 入  

そ の 他  

〈環境保全に向けた行政への要望〉 

〈環境保全に取り組むために必要な情報〉 

２  
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(2) 環境保全への参加意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施率が高 い取組（50％以上） （％） 

1 廃棄物等の 適正分別及 び適正処理  91.0 

２ 照明や冷暖 房、OA 機器などの節 電 83.8 

３ 産業廃棄物 の減量化（ 発生抑制、 リサイクル ） 77.5 

４ 公共下水道 への接続や 浄化槽の利 用 73.9 

５ 事業所で使 用する水道 水や地下水 の節約（節 水） 64.9 

６ 
製品又は包 装の回収リ サイクル（家電、空き缶、空きビン、ト

レイなど）  
63.1 

７ 省エネ機器 の導入 54.1 

   

 今後実施が 期待できる 取組（40％以上）  （％） 

1 従業員等に 対する環境 教育 45.0 

２ 地域環境保 全活動への 支援・参加（清掃・緑化・リサイクル等） 44.1 

３ 
マイカー通 勤の自粛や 低公害車導 入、アイドリングスト ップ等

車両使用時 の環境負荷 低減 
44.1 

４ エコマーク 商品など、 環境に配慮 した物品の 購入 43.2 

取り組んで

いる

64.8%

これから

取り組む

予定

13.9%

取り組んで

いない

12.0%

分からない

9.3%

〈環境問題への取組の有無とその動機〉 
 

事 業 所 と し て の 社 会 的 責 任 を 果 た す （ 86.0%）  

法 律 、 条 例 へ の 対 応 （ 47.7％ ）  

社 会 や 地 域 へ の 貢 献 に よ る 事 業 所 の イ メ ー ジ ア ッ プ  

（ 43.0%）  

�「 取 り 組 ん で い る 」 又 は 「 こ れ か ら 取 り 組 む 予 定 」

と 回 答 し た 事 業 所 の 取 り 組 む 動 機 の 上 位 3 位  

〈環境保全への取組の実施状況〉 
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資料７ 用語解説  

 

 

【 あ行 】  

ア イド リ ン グ スト ッ プ  

自動車を停 止させたま ま、エンジ ンを回転さ せたままに することを アイドリン グ

といい、不 必要なアイ ドリングを 抑えること で地球温暖 化の原因と なる二酸化 炭素

の発生を抑 制できる。  

 

ア スベ ス ト （ 石綿 ）  

 石綿（イ シワタ又は セキメン）ともいわれ 、天然に存 在する繊維 状の鉱物。主成

分は珪酸マ グネシウム 塩。アスベストは柔ら かく、耐熱・対摩耗性に優れてい るた

め、ボイラ ー暖房の被 覆、自動車 のブレーキ 、建築材な ど広く利用 されていた 。し

かし、繊維 が肺に突き 刺さったり すると肺が んや中皮腫 の原因とな ることが明 らか

になり、WHO（世界 保健機構 ） ではアス ベ ストを発 ガ ン物質と 断 定。日本 で も、

大気汚染防 止法（1968 年）により、1989 年に「特定 粉じん」に 指定され、 使

用制限又は 禁止される ようになっ た。  

 

硫 黄酸 化 物  

硫黄の酸化 物の総称。一酸化硫黄  （SO）、二 酸化硫黄（SO2）、三酸化 硫黄 （SO3） 

などが含ま れる。化学 式から SOx（ソック ス）と略称 される。石 油や石炭な ど硫

黄分が含ま れる化石燃 料を燃焼さ せることに より発生す る。大気汚 染や酸性雨 など

の原因の一 つとなる有 毒物質。また、自然界においても 火山ガスな どに含まれ てい

る。 

 

茨 城県 レ ッ ド デー タ ブ ッ ク  

茨城県にお いて希少な 野生生物の 保護をはじ めとする施 策を推進す るため、県 内

に生息・生育する希少 な野生生物 の現状を明 らかにする ことを目的 として作成 した

本、『茨城に おける絶滅 のおそれの ある野生生 物』の通称 。植物編と 動物編があ る。 

＜ カ テ ゴ リ ー 定 義 及 び そ の 基 本 概 念 ＞  

絶 滅 危 惧 Ⅰ A 類  ご く 近 い 将 来 に お け る 野 生 で の 絶 滅 の 危 険 性 が 極 め て 高 い も の  

絶 滅 危 惧 Ⅰ B 類  
絶 滅 危 惧 Ⅰ A 類 ほ ど で は な い が 、 近 い 将 来 に お け る 野 生 で の 絶 滅 の 危

険 性 が 高 い も の  

絶 滅 危 惧 Ⅱ 類  

絶 滅 の 危 険 が 増 大 し て い る 種 。 現 在 の 状 態 を も た ら し た 圧 迫 要 因 が 引

き 続 き 作 用 す る 場 合 、 近 い 将 来 「 絶 滅 危 惧 Ⅰ B 類 」 の ラ ン ク に 移 行 す

る こ と が 確 実 と 考 え ら れ る も の  

準 絶 滅 危 惧  

存 続 基 盤 が 脆 弱 な 種 。 現 時 点 で の 絶 滅 危 険 度 は 小 さ い が 、 生 息 条 件 の

変 化 に よ っ て は 「 絶 滅 危 惧 」 と し て 上 位 ラ ン ク に 移 行 す る 要 素 を 有 す

る も の  

（ 茨 城 県 HP よ り ）  

 

栄 養塩  

 生物が普 通の生活を するために 必要な塩類 のこと。  
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エ コカ ー （ ク リー ン エ ネ ルギ ー 自 動 車、 低 公 害 車）  

 エコロジ ーカーの略 で、大気汚染物質（窒素酸化物や 一酸化炭素 、二酸化炭素な

ど）の排出 が少なく、 環境への負 荷が少ない 自動車（低 公害車とも いう）。ハ イブ

リッドカー 、電気自動 車、天然ガ ス自動車、メタノール 自動車、燃 料電池自動 車な

どがある。  

 

エ コツ ー リ ズ ム  

地域ぐるみ で自然環境 や歴史文化 など、地域 固有の魅力 を市民や観 光客に伝え る

ことにより 、その価値や大切さが 理解され、保全につな がっていく ことを目指 して

いく仕組み 。観光客に地域の資源 を伝えるこ とによって 、地域の住民も自分た ちの

資源の価値 を再認識し 、地域の観光のオリジ ナリティが 高まり、活性化させる だけ

でなく、地 域のこのよ うな一連の 取り組みに よって地域 社会そのも のが活性化 され

ていくと考 えられてい る。 

 

エ コド ラ イ ブ  

（一財）省エネルギー センター等 が推奨する 省燃費運転 の総称。アイドリング ス

トッ プ や ふ んわ り ア ク セル e-ス ター ト を 実 践す る こ と で、 10～20％の 燃 料 消費

を抑えるこ とができる 。 

 

エ コマ ー ク  

 「 私 た ち の 手 で 地 球 を 守 ろ う 」 と い う 気 持 ち を 表 し た 環 境 保 全 に 役 立 つ と 認 め

られている 商品につけ られるシン ボルマーク 。（公財） 日本環境協 会が認定を 行っ

ている。再生プラスチ ックを利用 した日用品 や文具、ペットボトル 再生繊維を 用い

た衣類など があげられ る。 

 

SDGｓ（Sustainable Development Goals： 持 続 可 能 な開 発 目 標 ）  

 2015 年９月の国連 サミットで 採択された 「持続可能 な開発のた めの 2030 ア

ジェンダ」 にて記載さ れた、2016 年から 2030 年までの国際目 標。持続可 能な

世界を実現 するための 包括的な 17 の目標と、その下に さらに細分 化された 169

の ター ゲ ッ ト から 構 成 さ れ、 地 球 上 の誰 一 人 と して 取 り 残 さな い こ と （leave no 

one behind）を誓っているのが 特徴。 

 

オ ゾン 層  

オゾンを高 濃度に含ん でいる地表 から 20～25km の下 部成層圏に ある層。紫 外

線波長領域 の中で生物 にとって有 害な波長領 域を吸収す る働きをし ている。近 年、

大気中に放 出されたフ ロンなどに よって、下部成層圏で 波長 200～220nm（nm：

ナノメート ルは 10 億分の１メー トル）の太 陽紫外線を 受けて分解 し、生成し た塩

素酸化物（ ClOｘ）が オゾン層と 反応してオ ゾンを減少 させている 。特に南極 上空

のオゾンの 濃度が希薄 化し、いわ ゆるオゾン ホールが出 現している 。 

 

温 室効 果 ガ ス  

太陽光線は 、大気を通過して、まず地表を暖 める。熱を吸収した地 表からは赤 外

線が大気中 に放射され る。大気中 の二酸化炭 素やメタン などの気体 が地球から 放射

される赤外 線の一部を 吸収し、地 球を温室の ように暖め ている現象 を温室効果 とい

い、温室効果をもたら す気体のこ とを温室効 果ガスとい う。京都議定書では、二酸
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化炭素 （CO2）、メ タ ン（CH4）、一酸 化ニ 窒素（N2O）、ハ イド ロフル オロ カーボ

ン 類 （ HFCs）、 パ ー フ ル オ ロ カ ー ボ ン 類 （ PFCs）、 六 フ ッ 化 硫 黄 （ SF6） の ６ 種

類が温室効 果ガスとし て削減対象 となってい る。 

 

 

【 か行 】  

外 来種  

 導 入 （ 意 図 的 ・ 非 意 図 的 を 問 わ ず 人 為 的 に 、 過 去 あ る い は 現 在 の 自 然 分 布 域 外

へ移動させ ること。導 入の時期は 問わない。）により、 その自然分 布域（その 生物

が本来有す る能力で移 動できる範 囲により定 まる地域）の外に生育 又は生息す る生

物種（分類 学的に異な る集団とさ れる、亜種 、変種を含 む）。外来 生物法では 、生

態系等への 被害を及ぼ すおそれの ある外来生 物を「特定 外来生物」 として指定 し、

輸入や飼育 、販売、遺 棄を規制し 、防除する ことを定め ている。  

 

合 併処 理 浄 化 槽  

し尿と生活 雑排水（台 所、風呂、洗濯等に使 用した水）を戸別にま とめて処理 す

る浄化槽。従来のし尿 のみを処理 する単独浄 化槽に比べ て、河川等公共水域の 汚濁

を軽減する 効果がある 。 

 

環 境基 準  

環境基本法 第 16 条第１項の規定 に基づき「 人の健康を 保護し、及 び生活環境 を

保全する上 で維持され ることが望 ましい基準 」として政 府が定める 環境保全行 政上

の目標をい う。現在、大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌 の汚染、地 下水及びダ イオ

キシン類に 係る環境基 準について 定められて いる。 

 

環 境ホ ル モ ン  

 外因性内 分泌かく乱 化学物質の ことで、化学物質のう ち、体内に取り込まれ ると

ホルモンに 似た作用や ホルモンの 働きを阻害 する作用を し、その生 物あるいは その

子孫の生殖 機能に深刻 な障害を与 えるおそれ のある物質 をいう。  

 

COOL CHOICE 

パリ協定を 踏まえ、我 が国は、2030 年度に温室効果 ガスの排出 を 2013 年度

比で 26％削減する目 標を掲げて います。こ の目標達成 のためには 、家庭・業 務部

門において は約４割と いう大幅削 減が必要で あり、政府は、脱炭素社会づくり に貢

献する「製 品への買換 え」、「サー ビスの利用 」、「ライフ スタイルの 選択」など 地球

温 暖化 対 策 に 資す る あ ら ゆる 「 賢 い 選択 」 を 促 す国 民 運 動 「 COOL CHOICE」 を

推進してい る。 

 

空 間放 射 線 量  

ある時間内 に空気中を 通過する放 射線の量を いう。平常 時や緊急時 の環境モニ タ

リングにお ける重要な 測定項目の ひとつであ る。 

 

ク リー ン エ ネ ルギ ー 自 動 車（→エコカー参照）  
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グ リー ン カ ー テン （ 緑 の カー テ ン ）  

夏季の強い 日差しによ る住宅など の室温の上 昇を抑制す るために、ゴーヤや朝 顔

などのツル 植物で窓を 覆うように 栽培するこ とからこう 呼ばれる。室温の上昇 を抑

えることに より、冷房器具の使用 を控えるな ど、省エネ効果が期待 される温暖 化対

策の一つに なっている 。 

 

光 化学 オ キ シ ダン ト ・ 光 化学 ス モ ッ グ  

大気中の窒 素酸化物・ 炭化水素等 が太陽の紫 外線によっ て光化学反 応を起こし 、

その結果生 成されるオ ゾンを主と する過酸化 物の総称。このオキシ ダントが原 因で

おこる光化 学スモッグ は、日差しの強い夏季 に多く発生 し、人の目やのどを刺 激す

ることがあ る。 

 

小 型家 電 リ サ イク ル 法 （ 使用 済 小 型 電子 機 器 等 の再 資 源 化 の促 進 に 関 する 法 律 ）  

デ ジ タ ル カ メ ラ や ゲ ー ム 機 等 の 使 用 済 小 型 電 子 機 器 等 の 再 資 源 化 を 促 進 す る た

めの法律で 、2013 年４月に施行 された。こ の法律では 、「家電リ サイクル法 」で

指定された テレビ、エ アコンなど ４品目に含 まれなかっ た携帯電話 やパソコン など

をはじめ、リモコンや 電動歯ブラ シなど幅広 い製品が含 まれる。小 型家電の回 収は、

市町村、あ るいは、国 の認可を得 て「認定マ ーク」を掲 示している 事業者によ って

行われる。家電リサイ クル法にお ける引き取 り代金のよ うな、消費者側にかか る費

用負担は、 小型家電リ サイクル法 では原則的 に発生しな い。 

 

 

【 さ行 】  

サ イク ル ス タ ンド  

 ロ ー ド バ イ ク 等 ス タ ン ド の な い 自 転 車 を 駐 輪 す る た め の サ イ ク ル ラ ッ ク が 設 置

してあり、 サイクリン グを楽しむ 方の休憩所 として利用 されている 。 

 

再 生可 能 エ ネ ルギ ー  

 化 石 燃 料 や 原 子 力 な ど と 異 な り 、 自 然 環 境 の 中 で 繰 り 返 し 起 こ る 現 象 か ら 取 り

出すエネル ギーの総称 。太陽光や 太陽熱、水 力、風力、地熱などを 利用した自 然エ

ネルギーと 、廃棄物の焼却熱利用・発電などのリサイク ルエネルギ ーがある。化石

燃料や原子 力エネルギ ーの利用は 、大気汚染物質や温室 効果ガスの 排出、また廃棄

物の処理等 の点で環境 への負荷が 大きいこと から、再生 可能エネル ギーが注目 され

ているが、一方で、エ ネルギー密 度が低く、コスト高や 不安定性、また現在の 生活

様 式 を 継 続 す る 中 で エ ネ ル ギ ー 需 要 を ま か な い き れ る も の で は な い な ど の 欠 点 も

ある。 

 

里 山  

自然林に対 し、人為的につくられ 維持されて きた林をさ す言葉。雑木林なども 含

めて、人里 や集落周辺 の森林を呼 ぶ。里山は 、我が国の 原風景、身 近な自然環 境と

して見直さ れており、 保全や整備 される動き が活発にな っている。  
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COD（化 学 的酸 素 要 求 量）  

Chemical Oxygen Demand の略。湖沼や海 域の水の汚 れ度合いを 示す指標で 、

水 中 の 有 機 物 な ど の 汚 染 源 と な る 物 質 を 化 学 的 に 酸 化 す る 過 程 で 消 費 さ れ る 酸 素

量を㎎/L で表したも の。数値が 高いほど汚 濁が進んで いる。 

 

持 続可 能 な 社 会  

持続可能な 開発が行わ れ持続可能 性を持った 社会のこと 。持続可能 な開発とは 、

現代の世代 が、将来の 世代の利益 や要求を充 足する能力 を損なわな い範囲内で 環境

を利用し、 要求を満た していこう とする理念 。 

 

食 品ロ ス  

 本来食べ られるのに 捨てられて しまう食品 をいう。食 べ物を捨て ることはも った

いないこと で、環境に も悪い影響 を与えてし まう。 

 

浄 化槽  

水洗式便所 と連結して し尿（糞及 び尿）及び 雑排水（生 活に伴い発 生する汚水（生

活排水))を処理し、公 共下水道以 外に放流す るための設 備又は施設 のこと。  

 

３ Ｒ（ ス リ ー アー ル ）  

「ごみを出 さない」、「一度使って 不要になっ た製品や部 品を再び使 う」、「出たご

みはリサイ クルする」 という廃棄 物処理やリ サイクルの 優先順位の こと。「リ デュ

ー ス （ Reduce＝ ご み の 発 生 抑 制 ）」「 リ ユ ー ス （ Reuse＝ 再 使 用 ）」「 リ サ イ ク ル

（ Recycle＝ 再 資 源 化 ）」 の 頭 文 字 を 取 っ て こ う 呼 ば れ る 。「 リ フ ュ ー ズ （ Refuse

＝ごみにな る物の拒絶 ）」を加え ４Ｒと呼ば れることも ある。 

 

生 態系  

生物（植物 、動物、微 生物）とこ れらを取り 巻く非生物 的要素（土 壌、水、鉱 物、

空気など）とが物質循 環やエネル ギーの流れ を通じて相 互に作用し 、一つの機能的

な単位を成 している複 合体をいう 。 

 

生 物多 様 性  

 それぞれ の地域の歴 史の中で育 まれ、進化 してきた多 種多様な生 きものたち が、

お互いにか かわり合い ながら暮ら している状 態を表す言 葉。生物多様性には、①種

内の多様性（遺伝子の 多様性）、② 種間の多様 性、③生態 系の多様性 の３つがあ る。

生物多様性 は、自然生態系がバラ ンスを維持 するために 必要不可欠 であるため 、持

続可能な発 展のために も、生物多 様性への配 慮は欠かせ ない。 

 

ゼ ロカ ー ボ ン シテ ィ  

 「 2050 年 に 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 量 又 は 二 酸 化 炭 素 を 実 質 ゼ ロ に す る こ と を 目

指す旨を首 長自らが又 は地方自治 体として公 表された地 方自治体」 を指す。  
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【 た行 】  

ダ イオ キ シ ン 類  

ポリ塩化ジ ベンゾパラ ジオキシン 、ポリ塩化 ジベンゾフ ラン及びコ プラナーポ リ

塩化ビフェ ニルの総称 であり、ご みの焼却等 により非意 図的に発生 する猛毒物 質の

こと。 

 

地 域循 環 共 生 圏  

各地域が美 しい自然景 観等の地域 資源を最大 限活用しな がら自立・分散型の社 会

を形成しつ つ、地域の特性に応じ て資源を補 完し支え合 うことによ り、地域の活力

が最大限に 発揮される ことを目指 す考え方。  

 

地 球温 暖 化  

19 世紀以降、化石燃 料を大量に 消費し、大 気中の二酸 化炭素など の人為的な 温

室効果ガス 排出量が増 加したため 、地球の平均気温が上 昇する現象 のこと。地球温

暖化による 海面上昇や 、気候変動 に伴って生 じる災害や 食糧不足が 危惧されて いる。 

 

地 産地 消  

 地域生産 、地域消費の略語。地域で生産さ れた農林水 産物等をそ の地域で消 費す

ることを意 味する概念 。近年、食品に対する 安全・安心志向の高ま りや食糧輸 送等

による環境 負荷の軽減 の意味合い で用いられ ている。  

 

窒 素酸 化 物  

窒素の酸化 物の総称で あり、一酸 化窒素、二 酸化窒素、一酸化二窒 素、三酸化二

窒素、五酸化二窒素な どが含まれ る。化学式から NOx（ノックス）と略称され る。

大気汚染物 質としての 窒素酸化物 は一酸化窒 素、二酸化窒素が主で ある。工場の煙

や自動車排 気ガスなど の窒素酸化 物の大部分 は一酸化窒 素であるが 、これが大 気環

境中で紫外 線などによ り酸素やオ ゾンなどと 反応し二酸 化窒素に酸 化する。窒 素酸

化物は、光化学オキシ ダントの原 因物質であ り、硫黄酸化物と同様 に酸性雨の 原因

にもなって いる。また、一酸化二窒素（亜酸化窒素）は、温室効果ガスのひと つ で

ある。  

 

天 然記 念 物  

動植物や地 質鉱物で学 術上価値の 高いものの うち、国、県、市などが指定した も

のをいう。  

 

 

【 な行 】  

生 ごみ 処 理 機 等（ コ ン ポ スト 容 器 ・ 密閉 型 容 器 を含 む ）  

 生 ご み を 分 解 さ せ 、 そ の 容 量 を 減 少 、 堆 肥 化 す る も の 又 は 消 滅 さ せ る も の 。 コ

ンポスト容 器は、屋外 で土に埋め 込み、土の 中の微生物 を利用し堆 肥化する。一方、

密閉型容器 は、空気のない状態で 働く微生物 の活動を利 用して、生ごみを堆肥 化す

るため、屋 内でも使用 できる。ま た、電動式 の生ごみ処 理機もあり 、バイオ式 や乾

燥式等があ る。 
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二 酸化 炭 素 （CO2）  

気体は炭酸 ガスとも呼 ばれている 。-79℃で固体（ドラ イアイス）となる。水 に

溶けると炭 酸となり、弱酸性を示 す。炭素を含む物質の 燃焼、動植物の呼吸や 微生

物による有 機物の分解 、火山活動などにより 発生する。植物の光合 成により酸 素に

分解される 。 

 南極点で 観測が開始 された当時（1957 年）、大気中の 二酸化炭素 は約 315ppm

であったが 、現在では 約 380ppm であり、年々増加し ている。産 業革命以前 はお

よそ 280ppm であった。二酸化 炭素の増加 が地球温暖 化の最大の 原因と推定 され

る。 

 

燃 料電 池  

 水素と空 気中の酸素 を化学的に 反応させて 直接電気を 発生させる 装置のこと 。電

気を使う場 所で発電す るため送電 によって発 生するエネ ルギーロス（無駄）がな く、

また、従来の発電方式 では捨てて いた、発電の際に発生 する熱もお 湯として利 用で

きるため、エネルギー 効率がよい 。同じ量の電気と熱を 使う場合、これまでよ り二

酸化炭素の 排出が少な くなる。さらに、騒音が少なく有 害な排気ガ スの発生も ない

ため、環境 に配慮した 発電装置と して注目さ れている。  

 

野 焼き  

廃棄物を処 理すること を目的とし て、処理基 準を満たし ている焼却 施設を用い ず

に廃棄物を 焼却するこ とをいう。ドラム缶や 旧式の焼却 炉などでの 焼却も含ま れる。

ただし、公 益若しくは 社会の慣習 上やむを得 ない廃棄物 の焼却又は 周辺地域の 生活

環境に与え る影響が、軽微である 廃棄物の焼 却は該当し ない。野焼きに当たら ない

焼却の例と して、風俗習慣上又は 宗教上の行 事として行 うもの、農業、林業等を営

む上でやむ を得ないも の（籾殻、稲わら、剪 定枝等の焼 却など、た だし農業用 ビニ

ール等は焼 却できない ）、たき火 、キャンプ ファイヤー 等の軽微な もの、土手 等の

雑草の焼却 、薪ストー ブや薪風呂 など、廃棄 物処理が目 的でないも のがあげら れる。 

 

 

【 は行 】  

バ イオ マ ス  

 バイオ（ 生物、生物 資源）とマ ス（量）からなる言葉 で、再生可 能な生物由 来の

有機性資源 で化石資源 を除いたも の。エネル ギーになる バイオマス の種類とし ては、

木材、海草 、生ごみ、 紙、動物の 死骸、ふん 尿、プラン クトンなど 。 

 

パ リ協 定  

 2015 年フランスの パリ郊外で 開催された 国連気候変 動枠組条約 第 21 回締 約

国会議（COP21）で 採択された 気候変動に 関する国際 条約。2016 年 11 月 4 日

に発効。その内容の第 １は協定全 体の目的と し、世界の平均気温上 昇を産業革 命前

と 比 較 し て 「 ２ ℃ よ り も 十 分 に 低 く 」 抑 え （ ２ ℃ 目 標 ）、 さ ら に 「 1.5℃ に 抑 え る

ための努力 を追求する 」こと（1.5℃目標）としている ことである 。第２の長 期目

標として、今世紀後半 に、世界全体の人為的 温室効果ガ ス排出量を 、人為的な吸収

量の範囲に 収めるとい う目標を掲 げている。これは人間 活動による 温室効果ガ スの

排出量を実 質的にゼロ にする目標 である。さらに、継続的・段階的に国別目標 を引



 

 

 
132 

き上げる仕 組みとして 、５年ごと の見直しを 規定してい る。 

 

PM2.5 

 直径 10μm（μ：マイクロ は 100 万分の 1）以下の浮遊粒 子状物質（ SPM）

のうち、直 径 2.5μm 以下の微小粒子状 物質。SPM は大気汚染の原因 となるが、

PM2.5 は、SPM の中でも特に 粒子が小さ いため、呼 吸器疾患や 循環器疾患 、肺が

んなど人体 への影響が より大きい ことが指摘 されている 。 

 

BOD（ 生 物 化学 的 酸 素 要求 量 ）  

Biochemical Oxygen Demand の略。河川などの水の 汚れ度合い を示す指標 で、

水 中 の 有 機 物 な ど の 汚 染 源 と な る 物 質 を 微 生 物 に よ っ て 無 機 化 あ る い は ガ ス 化 す

るときに消 費される酸 素量を㎎/L で表したもの。数値 が高いほど 汚濁が進ん でい

る。 

 

浮 遊粒 子 状 物 質（ SPM）  

 大気中に 気体のよう に長期間浮 遊している ばいじん、 粉じん等の 微粒子のう ち、

粒径が 10μm（μ：マイクロは 100 万分の 1）以下のものをい う。 

 

フ ロン ガ ス  

 正 式 名 称 は 、 フ ル オ ロ カ ー ボ ン 。 炭 素 と フ ッ 素 の 化 合 物 で 、 化 学 的 に 安 定 か つ

無毒で不燃 性であるた め、多くの種類が開発 され、洗浄剤や冷媒、発泡剤など 工業

用途に広く 使用されて きた。しかし、フロンガスの中に は、オゾン層を破壊す る性

質をもつ種 類や温室効 果をもつ種 類もあるた め、生産・輸出入の規 制のほか、フロ

ン排出抑制 法（フロン類の使用の 合理化及び 管理の適正 化に関する 法律）によりフ

ロン類の回 収・処理・ 管理が進め られている 。 

 

放 射性 物 質  

放射能をも つ物質の総 称で、ウラン、プルトニウム、トリウムのよ うな核燃料 物

質、放射性元素若しく は放射性同 位体、中性子を吸収又 は核反応を 起こして生 成さ

れた放射化 物質（例え ばセシウ ム 137、 ヨウ素 131、ストロンチウム 90 など）

を指す。  

 

放 射線  

放射性元素 の崩壊に伴 い放出され る粒子線あ るいは電磁 波のこと。主にアルフ ァ

線、ベータ 線、ガンマ 線の 3 種を指す。 

 

放 射能  

物質から放 射線が放出 される性質 。又は、原子核が崩壊 して放射線 を出す能力 の

こと。放射 能の単位は ベクレル（ Bq）であ り、1Bq は 1 秒間に 1 個の原子核が

崩壊するこ と。 

 

 


